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児童養護施設（以下，施設）で暮らす子どもと親の生活問題に関する研究は，1990年代以降，
ほとんどみうけられない。そこで筆者は，子どもと親（家族）の背負う労働問題を生活問題と
不可分のものとして捉え，東海地区の施設６カ所で暮らす子どもと親の生活問題に関する調査
を行った。本稿の目的は，この調査結果をもとに，児童養護問題の階層性を統計的に浮き彫り
にすることである。

調査対象は，東海地区の施設６カ所の父母352名（父179名，母173名）とした。Ａ園
（2000年３月），Ｂ園（2003年４月），Ｃ園（2006年８月），Ｄ園（2006年10月），Ｅ園（2006年
３月），Ｆ園（2008年８月），すべてその月現在の各施設に在籍している子どもと親の生活歴に
ついてケース記録より情報抽出を行った。また，施設職員にケースごとに情報が不足する項目
について聞き取りを行った。調査期間は，2000年８月，2003年５月～2004年８月，2006年１
月～2008年８月である。調査項目は，学歴，就労・所得，社会保険，居住場所，近所づきあい
の程度，健康状態の６項目とした。
施設で暮らす子どもの親は，親の親（祖父母）の代からの貧困を背景として，「学歴」が低

く，そのことが「不安定就労」「無職」「生活保護」につながっていた。その結果，住居も相対
的に狭小な民間アパート・寮・公営住宅で暮らさざるをえず，自己負担の割合が高く給付が不
十分な「国保」「無保険」につながっていた。さらに，雇用・労働条件が不安定で重労働のた
め，「近所づきあい」をするゆとりもなく社会的に孤立し結果として心身の健康問題が深刻化
していた。
施設で暮らす子どもと親のほとんどが不安定低所得階層であること，母親に不安定就労や無

職が多く，生活問題が深刻であること，父母ともに厳しい労働・生活実態を反映して，心身の
健康問題が深刻であること，児童養護問題の背景には親の労働・生活問題があること，以上の
４点が明らかとなった。

児童養護施設，階層性，健康・生活問題

Ⅰ

児童養護施設（以下，施設）で暮らす子ども
と親の生活問題に関する研究は，1980年代後半
から1990年代前半にかけて松本，大嶋らにより
行われている1)2)。そこでは，施設で暮らす子

どもと親，施設生活経験者の多くが低学歴・不
安定就労で，国保・無保険者の割合が高く，社
会的に孤立していることが浮き彫りとなった。
また，増淵は2004年から2006年にかけて行った
施設２カ所（84世帯）における親子の健康・生
活問題調査をとおして，そのほとんどが不安定
低所得階層であることを浮き彫りにした。さら
に，増淵は和歌山県御坊市，全国各地の子ども
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虐待事件の調査をとおして，児童養護問題（以
下，養護問題）の階層性と地域性を明らかにし
た3)。しかし，ここではサンプル数が少なく，
養護問題の階層性について統計的に明らかに
なったとはいえない。近年の政策動向をみても，
施設では「家族支援」が叫ばれながら，1987年
以降，「児童養護施設入所児童等実態調査」（厚
生労働省）の調査項目から「親の就労」「所得
階層」が削除され，全国的な実態を掴むことが
できない4)。家族に関する基本的なデータがな
いなかで早期の家庭復帰が推進された結果，再
び家庭で虐待を受けて施設へ再入所となるケー
スが多発している5)。
子どもは，日々自らの労働力を用いて所得を

得られなければ生活を成り立たせることができ
ない雇用労働者や自営業者などの社会階層にお
かれた親に扶養されて生活を維持している社会
的存在である。それゆえ，子どもの生活は親の
労働・生活条件に大きく規定されることになる。
個別の親の心身の状態が子どもの養育に反映す
るものの，親の心身の状態は社会のしくみの中
で作り出された労働・生活条件に大きく左右さ
れている6)。このことを客観的に把握し，体系
的に養護問題の対策を考える必要がある。また
養護問題に限らず，子どもと家族の生活問題を
客観的に捉えるには，社会的存在である家族・
地域住民の生活の再生産・発達の条件をトータ
ルに把握する必要がある7)。
筆者はこの問題意識から，子どもと親（家

族）の背負う労働問題を生活問題と不可分のも
のとして捉え，東海地区の児童養護施設６カ所
で暮らす子どもと親の生活問題に関する調査を
行った。本稿の目的は，この調査結果をもとに，
養護問題の階層性を統計的に浮き彫りにするこ
とである。ただし，本稿は集計結果が出たばか
りの段階であるため，調査結果の概要と若干の
考察をするに留める。

Ⅱ

調査対象は，Ａ園（父母30名），Ｂ園（同74
名），Ｃ園（同40名），Ｄ園（同96名），Ｅ園

（同54名），Ｆ園（同58名）の合計６施設352名
（父179名，母173名）とした。調査者は，筆者
がＡ園，Ｂ園，Ｃ園，Ｄ園，Ｆ園を，伊藤龍仁
がＥ園を担当した。なお，Ｄ園の調査には，安
形元伸が協力者として関わった。調査方法は，
Ａ園（2000年３月），Ｂ園（2003年４月），Ｃ園
（2006年８月），Ｄ園（2006年10月），Ｅ園
（2006年３月），Ｆ園（2008年８月），その月現
在の各施設に在籍している子どもと親の生活歴
についてケース記録より情報抽出を行った。Ｂ
園では承諾していただけた親にアンケートを依
頼し，可能な方にプライバシーに支障のない範
囲で聞き取りを行った。また，各施設の職員に
ケースごとに情報が不足する項目について聞き
取りを行った。なお，個人情報の観点から，
ケースが特定できないように配慮した。調査期
間は，2000年８月，2003年５月～2004年８月，
2006年１月～2008年８月の間に行った。
調査項目は，父母の学歴，就労・所得，社会
保険，居住場所，近所づきあいの程度，健康状
態の６項目とした。この調査項目は，子どもと
親（家族）の背負う労働問題を生活問題と不可
分のものとして捉える三塚の「生活問題を捉え
る基本的枠組み」に依拠して行った。三塚は，
社会的存在である人間の生活問題を捉える基本
的な枠組みとして，①くらしの基盤（雇用・労
働条件），②くらしを支える条件（人と人との
対話・交流），③行政の責任による条件整備
（学校，社会福祉施設，道路，水道など）をあ
げ，これら３つの水準が，④くらしの中身＝人
間の健康状態に大きく影響を与えるとしている。
そして，社会福祉が対応するくらしの中身や水
準は，健康状態に集中的に現われるため，生活
問題を捉えるには健康状態に関する調査項目は
必須であるとしている。また，三塚は「健康」
とは，世界保健機構（ ）が示すように，
精神的健康，身体的健康，社会的健康の３つの
側面があるとし，包括的に捉えている。さらに，
人間は社会的な存在であるため，社会的健康
（「人と人との対話・交流」）を基本に据えてみ
ていく必要があるとし，これがなくなると健康
が損なわれる傾向があると指摘している8)。
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学歴 （単位 ％，（ ）内人）

全体 父 母

総数
中学卒
高校卒
短大・専門卒
大学卒
不明

全体 父 母

総数
安定就労
不安定就労
自営業
無職
生活保護
不明・死亡

社会保険 （単位 ％，（ ）内人）

全体 父 母

総数
組合・政府管掌
国保
無保険
不明・死亡

居住場所 （単位 ％，（ ）内人）

全体 父 母

総数
持ち家（一戸建）
自家マンション
アパート・借家・寮
公営住宅
居候（家族，内縁）
不定・住所無し
入院・拘留
不明・死亡

近所づきあいの程度 （単位 ％，（ ）内人）

全体 父 母

総数
日常的に暮らしの
ことで相談しあう

不明・死亡

健康状態（疾患・症状） （単位 ％，（ ）内人）

全体 父 母

総数
精神疾患・症状
慢性疾患・自覚症状
知的障がい・ボーダー
身体障がい
てんかん
不明・死亡

就労・所得 （単位 ％，（ ）内人）

注 1) 東海地区６施設・父179名，母173名，計352名 父母別集計。
2) 父母の健康状態については，疾患・症状ごとに集計したため，人数の合計は一致しない。

あいさつ程度・
ほとんど皆無

第56巻第10号「厚生の指標」2009年９月

今日，経済情勢の不安定さを反映して，虐待
や親の入院，経済的理由などの養護問題により，
施設入所する子どもたちが増加している。この
養護問題について増淵は，生活問題の一環とし
て発生しており，とくに子どもや養育者，家族
の健康問題に現われていると指摘している9)。
筆者はこのような現実からみても，健康を軸に
して生活問題とそれを規定している社会的条件
をトータルに把握し，子どもと親の生活問題の
実態を浮き彫りにすることが重要ではないかと
考える10)。そこで筆者は，以上の点をふまえ，
東海地区の６施設で調査を行った。

Ⅲ

は，子どもが施設入所した当時の親（父

母計と父母別）の学歴，就労・所得，社会保険，
近所づきあいの程度，健康状態を項目別に集計
したものである。まず，父母の「学歴」を見て
いくと，全体の38.1％が「中学卒」であり，
「不明」の者を除くと93.1％が「高校卒」以下
の学歴である。項目の中で「不明」が42％いる
ものの，彼らの職歴をみると，ほとんどが「高
校卒」以下の学歴と考えられる。ただし，この
学歴の低さは，親が社会的に抱え込まされた貧
困の再生産によるものであり，彼らの人間とし
ての能力が劣っているからというわけではない。
父母別の特徴をみると，「中学卒」は母親が父
親より15％高く，「高校卒」は母親が，父親よ
り約２倍高かった。
「就労・所得」における「安定就労」「不安
定就労」の階層区分は，三塚に依拠して行った
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出所 三塚武男「生活問題と地域福祉」ミネルヴァ書房．1997年．
ｐ.95-96．を一部改変して筆者作成．

注 三塚の階層区分では，相対的安定層とされる「ホワイトカラー
層」についても，現在では成果主義賃金やリストラの横行によ
り，不安定になりつつあることや，労働法制の規制緩和に伴い，
派遣・請負などの間接雇用の急増など，労働環境が大きく変化し
ており，再検討する必要がある。しかし，ここでは児童養護問題
の階層性を浮き彫りにすることを主たる目的としているため，現
状に即した新たな階層区分については今後の課題としたい。

ホワイトカラー層…規模30人以上の事業所に勤め
ている事務・営業関係の労働者，専門・技術職，
事務系公務員。
ブルーカラー層…規模30人以上の事業所に勤めて
いる現業・労務関係の労働者。現業公務員。
不安定雇用労働者層…規模30人未満の事業所に雇
われている労働者，運転手，大工，左官，調理師
などの職人，商業・サービス業関係に雇われてい
る店員，臨時・日雇労働者，パートタイマー，内
職労働者など。

無業者層…生計中心者が定年，老齢，失業，病
気，障害，女性は家事や介護などの理由で働いて
いない，他に働き手のいない世帯が多い。

安
定
層

不
安
定
層

経営者層…他人を３人以上雇い入れて事業を営ん
でいる業主と規模100人以上の事業所の部長職以
上の管理職。 安

定
就
労

不
安
定
就
労

自
営
業
者
層

無
業
者
層

自営業者層…家族労働力が主体で雇用者がいても
２人まで。 の経営者層の場合は，他人を３人以上
雇い入れ，営業利益が得られる。しかし，自営業者
では実質的には家族総出で働いても，くらしを維
持するだけで精一杯という生業的なものが多い。
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。ここでは，「安定就労」が全体でわず
か3.4％であり，母親は皆無であった。次に
「不安定就労」は32.4％であった。「自営業」
（家族従事者を含む）は，全体で4.3％と少な
く，土木，内装，電気工事，飲食店などの個人
または家族経営が主で，年収600万から800万円
が３名，年収500万円が２名いるものの，その
うち２名は多額の借金を抱えていた。その他も
生業程度の低所得であり，多額の借金を抱えて
いる者が複数いた。従って生活状況は，「不安
定就労」と同程度かそれ以下である。「無職」
は全体で27.8％であり，「生活保護」の9.7％を
含めると約４割になる。父母別にみると，母親
に「無職」（41.6％）と「生活保護」（15％）の
割合が顕著に高い。
「社会保険」では，親の就労条件を反映して，

相対的安定層が加入する「組合・政府管掌」が
全体で13.9％と少なく，国保（27％）や「無保
険」状態にある者（25.9％）の割合が高い。父
母別にみると，母親に「国保」（31.2％）と
「無保険」（35.3％）の割合が顕著に高かった。
「居住場所」では，「一戸建（持ち家）」の割

合は，全体でわずか4.3％である。一方，「ア
パート・寮・借家」「公営住宅」に住む割合は
高く，合計で44.6％にのぼる。また，自分の家
を持たず，知人宅や実家で暮らす「居候」は母
親に多く，19.1％いた。ここでは，父母の多く
が生活の拠点となる住居を安定的に確保できて
いない実態があった。
「近所づきあいの程度」は，子どもと親（家

族）が地域社会で生活を維持していく上でその
前提となる「人と人との対話・交流（ヨコのつ
ながり）」であり，「社会的な健康」の指標であ
る。ここでは，「日常的に暮らしのことで相談
しあう」が全体でわずか0.6％であり，社会的
孤立の問題が深刻であった。父母別にみると，
とくに母親の孤立が深刻であるが，父親に「不
明」が６割近くいることから，傾向まではつか
めなかった。
「健康状態」は，明らかになっているだけで，

「精神疾患・症状」が全体で25.9％（父12.3％，
母39.9％），「慢性疾患・自覚症状」が21.6％

（父17.3％，母26％）あった。父母別にみると，
母親に「精神疾患」（39.9％）の割合が顕著に
高かった。その他，軽度を含めた知的障がい者
（7.1％）をはじめ，身体障がい者，服役者，
暴力団員，外国籍の者などが労働力市場から排
除されている実態があった。こうした親（家
庭）のもとで育った子どもたち（５施設211
名）の施設入所当時の疾患・症状は，「アレル
ギー」（25.1％），「過食・偏食」（23.7％），「歯
科疾患」（19.9％）が多くみられるなど，親の
深刻な労働・生活問題が子どもの健康状態にも
大きく影響していた。

Ⅳ

まず，「学歴」では，父親に「不明」が55.3
％いるため，父母別の特徴について断定的なこ
とはいえないが，父母ともに低学歴の者が多い
ことが浮き彫りとなった。ここでは既にスター
トラインの時点で格差がついてしまっているこ
とが問題である。この背景として，日本では高
校以上の教育保障制度が不十分であり，職業訓
練制度も十分に整備されていないことが指摘で
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きる。そのため，親の経済的基盤が乏しいと子
どもは義務教育の学歴に止まらざるをえず，そ
のことが貧困の再生産の要因になりやすく，就
労・転職する際の諸条件を左右する要因となっ
ている。
「就労・所得」では，母親に「無職」と「生

活保護」の割合が高い。日本の母子世帯は，阿
部が指摘するように，他の先進諸国と比較して
母親の就労率が非常に高いにも関わらず，経済
的に厳しく，政府や子どもの父親からの援助が
少ない11)。そのなかでも，施設入所ケース（母
親）はさらに深刻で，親の親（祖父母）の代か
らの経済的貧困や虐待などの不適切な関わりが
あり，学歴・資格もなく，頼れる家族・親類・
友人もないなかで結婚・出産し，夫からも
を受けていることが多かった。
「職歴」を父母別にみると，父親は，土木・

電気関係，運転手，夜間の清掃業務などの不規
則・不安定就労，母親は風俗や飲食店関係の
パート・アルバイトなど非正規の不安定就労が
多くみられた。親の所得に関する情報が不足し
ているため，断定的なことはいえないが，彼ら
の「生活歴」をみるとそのほとんどが親自身の
生活の維持すら困難な状況におかれている。ま
た，親の多くは初職から不安定な雇用・労働条
件の下で働いている。不安定就労の者同士が結
婚（事実婚を含む）して親となっているため，
子どもの多くは胎児の時から不安定な生活を余
儀なくされている。
「社会保険」では，母親に「国保」と「無保

険」の割合が顕著に高い。その背景として，学
歴・資格がない母親は飲食店などのパートや派
遣，風俗店などの不安定な仕事に就かざるをえ
ないことや，夫からの により，離婚・家
出をして無職となり，知人宅や実家に居候する
ケースがあった。全体で「不明」が33.5％いる
ものの，彼らの「職歴」から推測すると，ほと
んどが「国保」か「無保険」と考えられる。
「国保」は雇用主負担がなく，「組合・政府管
掌」と比較して，傷病手当金・出産一時金・葬
祭費などが任意給付であり，大きな格差がある。
従って，零細企業など不安定な職に就いている

者ほど，失業や疾病などに直面した場合，生活
破綻に結び付きやすい要因となっている。近年，
経済不況を背景として，「国保」の保険料を納
付できない者が増加し，「子どもの無保険」問
題も深刻化している12)。
「居住場所」では，「公営住宅」（51.56㎡），

「民間借家（木造）」（52.55㎡）の１住宅当た
りの延べ面積（㎡）は，「持ち家」（121.67㎡）
と比較して，居住条件がよくない13)。施設では，
職場を解雇されて公営住宅の家賃を滞納した結
果，退去処分となり，車の中や路上生活を余儀
なくされ，仕事が見つかるまで友人宅を転々と
したケースが複数あった。また，母親で内縁関
係にある男性宅に同居している者もいたが，こ
れについても関係が切れれば住む場所を失う可
能性が高い。
「近所づきあいの程度」では，父母の社会的
孤立が深刻であった。この背景には，彼らの雇
用・労働条件が劣悪で，近隣住民と交流する経
済的・精神的余裕がないことがあげられる。そ
のため，生活保障や子育て支援に関するさまざ
まな制度・施策を必要としながらも情報を知る
機会を奪われ，誰にも相談できないなかで問題
が深刻化していた。
「健康状態」は，親たちのこれまでの労働・
生活歴を反映して深刻である。母親に「精神疾
患・症状」の割合が高い背景には，夫（父親）
からの ，離婚と親権を巡るトラブル，離婚
後の生活困窮，育児負担の集中などがあり，そ
のなかで社会的に孤立し，精神的に病んでいっ
たと考えられる。また，父母ともに「精神疾
患」「慢性疾患」の割合が高い背景として，長
時間・過密労働・不規則勤務，低賃金など雇
用・労働条件の貧弱さを基底として，身体的・
精神的ストレスが長期間に渡り蓄積され，社会
的に疎外されるなかで心身の健康破壊に至った
と考えられる。この背景には親の自助努力では
改善できない労働や暮らしの問題があるといえ
よう14)。親の「健康状態」については，施設職
員も十分に実態を把握できておらず，「不明」
の割合が高いが，彼らの生活歴をみていくと，
その厳しい労働・生活実態から，何らかの疾
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患・症状を抱えていると考えられる。
ここでとりわけ注目したいことは，親の親

（祖父母）の代からの経済的貧困を背景として
「低学歴→不安定就労→失業，借金→心身の健
康状態の悪化→虐待，離婚→家庭崩壊→施設入
所」という典型的な「貧困と虐待」の連鎖が多
くみられることである。なお，本調査の各項目
において父親に「不明」が多いのは，父母が離
婚した後，母親が親権を持ち，施設入所に至る
まで養育してきたケースが多く，児童相談所も
父親の成育歴を十分に把握できず，ケース記録
に情報がほとんど記載されていないからである。
次に特徴的なケースとして，風俗店などで月

60万円前後の収入を得る一方，消費者金融から
数百万円の負債を抱えているケース（母親）が
複数あった。この風俗店は学歴・資格のない女
性であっても，すぐに現金の入手が可能である。
しかし，ある程度の収入が得られるとはいえ，
いったん病気になると途端に収入が途絶える，
その場凌ぎ的な就労である。これは，自営業や
雇用労働に就く機会・条件を削がれ，労働力と
いう商品を売るのではなく，人間そのものを売
買する反社会的行為をする以外には生活費を得
る術がない追い込まれた姿といえよう。彼らの
生活歴をみていくと，こうした就労や多額の借
金など無計画な生活に至る背景として，祖父母
の代からの経済的貧困とそれに伴う低学歴，不
安定就労，被虐待体験（性的を含む），学校や
職場での失敗・差別的体験， などにより，
心身ともに追い詰められている実態があった。
その他，親の生活歴を詳しくみていくと，①50
代でリストラされた後に借金を抱え，家庭崩壊
した父親，②父親からの性的虐待により10代で
家出し，風俗店で働くうちに内縁の夫と知り合
い，妊娠・出産したが により精神疾患と
なった母親，③内縁関係の妻が子どもを置いて
家出をした後も働いて子どもの面倒をみようと
していたが，失業により断念した父親のケース
など，親の個人的な資質の問題として片づけら
れない社会的な問題を契機として子どもが施設
入所に至っていた。こうした親のケース記録に
は，「これ以上，会社を休むと解雇されて生活

ができない」「職安へ行っているが，車の免許
がなくてどこも使ってくれない」「これまで周
りが薬物中毒の人ばかりだったから，まともな
人（市職員）と話をすると緊張して何を話して
いいか分からない」などの発言が記されていた。
以上みてきたように，子ども虐待や家庭崩壊
などの養護問題の背景には，親の失業，長時
間・過密労働，賃金の低下などの労働問題を基
底として，生活の維持・再生産の場としての家
庭（生活過程）における生活問題，すなわち家
計の脆弱化

ぜいじゃくか

・破綻，地域社会からの孤立，心身
の健康破壊，家庭崩壊が連鎖的に引き起こされ，
家族の所得と私的労働力のみで子育てをする機
能が麻痺，崩壊した状態があった。

Ⅴ

本稿では，施設で暮らす子どもの親のほとん
どが不安定低所得階層であること，母親に不安
定就労や無職の割合が高いこと，父母ともに厳
しい労働・生活実態を反映して，心身の健康問
題が深刻であること，養護問題の背景には親の
労働・生活問題があること，以上の４点が明ら
かとなった。
現在，日本ではあらゆる階層で生活問題が深
刻化しているが，施設入所ケースはその中でも
社会的に生活困難を抱え込まされた典型的な存
在である。この深刻な労働・生活条件に置かれ
ている階層の常態化・拡大は，相対的安定層の
労働・生活条件を低位に押し留めることになる。
また，たとえ相対的安定層であっても普段は問
題ないが，何かあると問題が顕在化する生活の
脆さゆえに，本人・家族の失業や疾病を契機に
貧困層へ陥る可能性は否定できない15)。従って
養護問題は一部の不安定低所得階層の問題では
なく，子育て世帯に広く共通した問題といえよ
う。今後，本調査結果についてクロス集計を含
めて詳細に分析し，養護問題の構造と対策につ
いてトータルに浮き彫りにすることを筆者の課
題としたい。
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